
滝川市都市計画審議会 議事概要

令和５年度 第１回 滝川市都市計画審議会 議事概要

日 時 令和５年10月13日（金曜日）午後２時30分～午後３時30分

開催場所 滝川市役所 ５階 庁議室

出席者

岡部豊会長、田端千裕副会長、木幡孝雄委員、谷口正樹委員、馬道淳一委員、

寄谷猛男委員、髙橋江海子委員、柴田文男委員、古木久資委員

事務局等：前田康吉市長、尾崎敦建設部長、堀之内孝則建設部次長、

遠藤友樹弘都市計画課長、齊藤健治都市計画課長補佐

花田万敬都市整備係長、中山太陽主任主事、柴尾涼太主任級主事

議 事

１ 開 会

２ 委嘱状交付

・新委員３名に委嘱状の交付を行った。

３ 市長挨拶

・本日の報告事項１件について、宜しくお願いしたい旨の挨拶があった。

※挨拶後、市長は他の公務のため退席。

４ 議事

・事務局長より本日は委員10名中９名の出席により審議会が成立したことを報告

した。

・会長が議長となり挨拶及び議事の進行を行った。

報告第１号

滝川市都市計画マスタープランの改定について

（１）都市計画マスタープラン改定経過

事務局）

・配布資料に基づき、都市計画マスタープラン改定経過について内容説明を行っ

た。

会長）

・諮問第１号（１）の説明が終わった。

・何か質疑・意見等はないか。



委員）

・なし

報告第１号

滝川市都市計画マスタープランの改定について

（２）都市計画マスタープラン（素案）

事務局）

・配布資料に基づき、都市計画マスタープラン（素案）について内容説明を行っ

た。

会長）

・報告第１号（２）の説明が終わった。

・何か質疑・意見等はないか。

委員）

・20年を見据えた計画とあるが、20年の間に空き家問題及び空洞化の深刻化が想

定されるため、さらに肉付けをした空き家問題対策の文言を組み入れるべきで

はないか。

・滝川市は物流拠点として位置付けが高まってきているが、物流拠点としての今

後の土地の確保について考えをお聞きしたい。

・20年後となれば市役所庁舎も築約50年となり老朽化が見込まれること、また街

中の空洞化が見込まれることから、ワンストップ窓口なども参考とし、市役所

機能として必要なセクションの再確認を行い、機能の分散化を検討すべきでは

ないか。

事務局）

・都市計画マスタープランについてはあくまでも基本計画であり、空き家問題に

ついては、当計画を基にして、実際にどういった施策を打ち出していくかは今

後検討していく内容となる。空洞化を防ぐため、空き家の解体への補助や住み

替え支援といった方策を今後検討していくことになるとは思うが、都市計画マ

スタープランではあくまでも基本計画としての記載内容となることをご理解い

ただきたい。

・物流拠点を作る際に工業地域や工業団地でなければいけないのか否かというこ

とも含めて検討が必要となるが、現状は情報収集している段階なので都市計画

マスタープランには反映していない。今後状況が変わってきたら、計画に盛り

込むのに間に合うか、もしくは計画の部分見直しが必要となるのか検討してい

く。

・市役所の分散化というのは現状議論の俎上に載っているものではないが、市内



にある公官庁施設の集約化は議論を始めている段階であり、今後老朽化してい

く公官庁施設を都市拠点に集約化していくということは検討していかなければ

いけないと考えている。その中で、市役所機能もそこに一部移転するというこ

とは可能性としてはあり得る。都市計画マスタープランとしては、都市拠点の

中にそういった施設を集約していきたいが、今後の検討課題であると考えてい

る。

委員）

・空き家問題については、所管の取り組み事項なので都市計画マスタープランに

具体案を示すことはできないと思うが、空洞化は都市計画マスタープランの根

幹を揺るがす問題になるという認識を計画内に一言盛り込んでいただきたい。

・物流拠点については、北海道の計画で示されていくものだと思うが、大型の計

画が浮上することがあれば、都市計画マスタープランにも影響を及ぼすことに

なると思うので、先んじて滝川市に情報を寄せてほしいという要望を北海道へ

上げておいていただきたい。

・市役所機能の分散化については、農政課は江部乙にあってもいいのではないか

という意見など、昔から言われていることであり、そういったことも含めてフ

レキシブルに考えていく必要があるのではないか。市役所機能は都市機能その

ものなので、江部乙のコミュニティを維持するという意味でも、分散化につい

ては都市計画マスタープランの中で視点として位置付けても良いのではない

か。

会長）

・これらを踏まえて事務局で検討していただきたい。

・個々の政策はその時々で打ち出していかなければならないが、総枠的な考え方

で「こういう街づくりを進める」というのが都市計画マスタープランである。

・ほかに意見等はないか。

委員）

・都市計画道路の整備について、都市計画決定後30年以上未着手の道路７路線に

ついて見直しの検討が必要だという記載があるが、これらについてそれぞれ計

画を維持するのか、または中止するのかなど、もう少し踏み込んだ計画を示す

べきではないか。

事務局）

・交通の問題については、都市計画マスタープランでは大枠として記載の内容を

示しているが、平成23年に策定した都市交通マスタープランを今後改定する予

定があり、その中で、現状の都市計画道路の分析を行ったうえで具体的な方針

を定める予定である。



会長）

・ほかに意見等はないか。

委員）

・全体的に人口減少や少子高齢化という言葉は多くみられるが、子育てに関する

内容が少ない。子供がいなくなったら町は廃れていくと考えるので、もう少し

子供を大切にできる文言があればいいのでは。

・改定するスパンについて、20年よりはもう少し早い段階で改定を行うべきで

は。

事務局）

・子育ての問題について、都市計画マスタープランはあくまでも都市計画に特化

した計画であり、上位計画に総合計画というものがあるが、それぞれの計画で

謳うべき内容が異なる。都市計画マスタープランでは、施設の整備などについ

て重点的に記載しており、子育て問題の具体的な内容については当計画内では

あまり触れられていないという点をご理解いただきたい。

・改定の時期について、都市計画マスタープランはおおむね20年という長期の目

標を見据えた計画となっているが、10年を目途に施策の取組状況の分析や検証

を行ったうえで改定を行っていく。今策定している計画も平成22年度に策定し

た計画が10年経過したので全面的に見直しを行って策定している。計画は20年

を見据えているが、10年ごとに見直しは行っていく。

会長）

・ほかに意見等はないか。

委員）

・なし

会長）

・なければ報告第１号については、報告済とさせていただきたいが宜しいか。

委員）

・異議なし

会長）

・以上で、今回の議事が終わった。

・長時間の審議に感謝申し上げる。



５ その他

・特になし

６ 閉 会

報告資料

報告第１号

・滝川市都市計画マスタープランの改定について

（１）都市計画マスタープラン改定経過

（２）都市計画マスタープラン（素案）


